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令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、危機管理の対策本部を設置し、

国県市からの対策要請に留意しつつ本学の実情に即した適切な大学運営に全学あげて取り組ん

できた。 

令和３年度の年度計画策定にあたっては、依然として感染症の影響を見通すことが困難な状

況にあるため、感染防止対策と教育の質確保のバランスに細心の注意を払った大学運営を維持

するとともに、これを契機に平時にもデジタル技術の利点を生かすなど、新しい教育や業務の

方法を積極的に模索していくことを基本姿勢とした。 

感染状況によっては、年度計画に挙げた事業の内容、規模、方法等の変更、さらには中止を

余儀なくされる場合もあると考えられるが、できる限り創意工夫をこらして柔軟に各事業のね

らいとするところの達成を図るものとする。 

 

 

 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育の成果、内容に関する目標を達成するための措置 

（１）学士課程における教育 

   平成３０年度以降入学者カリキュラムを着実に運営する。また、教育研究組織の見直し

に関する基本方針に基づき、造形学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方

針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー

（入学者受入れの方針）を策定する。 

 

（２）大学院課程における教育 

平成３０年度以降入学者カリキュラムに基づき、理論と実用・実践の両面から深く探求

し、新たな価値を創造するために必要となる教育と研究指導を行う。 

 

（３）入学者受入方針 

   ア 総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の各入学試験において定める求める人物像に

合った入学者を獲得できるよう選考を行うとともに、令和５年度から開始する新たな学

科構成による造形学部のアドミッション・ポリシーに沿った入試制度を策定する。 

イ 学部生の本学大学院進学を促すため、大学院説明会を開催するとともに３on３入学試

験を実施する。学外者向けにはオンライン進学相談会を実施し、PBL（問題発見・解決型）

プロジェクトなどの本学大学院の特色をアピールする。 

ウ すべての入学試験において「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持

って多様な人々と協働して学ぶ態度」の学力の３要素を評価する試験を実施するととも

に、令和７年度以降の新学習指導要領に対応した入試制度について、令和４年度の公表

を目途に検討を進める。 
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エ 高校生が参加しやすい高校内や予備校内において本学独自の大学説明会、進学相談会

を開催する。 

  造形学部の学科再編に対応した２０２３年度総合パンフレットを全面的に改訂するた

めの作業を行う。 

オ 高校生が実際に本学に来訪する機会を設けるとともに、WEB オープンキャンパスを開

催する。 

カ 本学に対する理解を深めてもらうため、高校教員等を対象とする大学説明会を開催す

る。 

 

（４）教育課程 

ア 学士課程 

（ア）教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度から造形学部を４学

科から３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科]に再

編する。よりデジタルテクノロジーを活用したデザイン教育を行う「テクノロジー×

デザイン」領域を中間に据えつつ、従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領

域を統合することで、デザインの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科

（仮称）」を新設する。さらに、既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を含

む造形学部全体のカリキュラム内容を検討する。 

（イ）「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインの

学修に向けて、導入教育の両輪として「基礎造形実習」、「基礎ゼミ」を開講する。 

（ウ）対面、遠隔又はその併用の授業形態を活用し、地域社会、地域の企業と連携した「地

域協創演習」、「インターンシップ」及び「ボランティア実習」を選択必修科目として

開講する。 

 

   イ 大学院課程 

（ア）平成３０年度以降入学者カリキュラムを着実に運営するとともに、検証を継続し、

カリキュラム改編案、改編時期等の検討を行う。 

（イ）大学院修士課程に設置している５領域の特性を生かし、「造形・表現」としてのデザ

インと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインの両面からの教育を実施するた

め、「プロダクトデザイン研究」等の各領域における研究授業や「イノベーションデザ

イン特論」を開講する。 

 

 （５）教育方法 

   ア 教員と学生とのコミュニケーションを重視する少人数教育として実習、演習、ゼミを

実施する。 

    イ 関連する授業間の連携強化によって、効果的かつ複合的な授業を実施する。 

   ウ 地域社会、地域の企業、高等教育機関、自治体等と連携する「地域協創演習」をはじ

めとした演習、実習を開講する。 

   エ 起業の全体像の理解やキャリアパスにおける自立性を身につけることを目的として、
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起業に関する授業を実施する。 

オ 国際感覚を醸成する教育として、国内外において第一線で活躍する講師を招聘する「特

別講義」を開講する。 

   カ NaDeC 構想に基づき、市内高等教育機関の間の単位互換制度の有効活用に向けて、履

修を推薦する科目を取りまとめ学生に周知する。また、「地域協創演習」の他大学等との

共同実施を推進する。 

 

 （６）成績評価 

    各授業科目についてシラバスを作成し、授業計画、達成目標、成績評価基準等を学生に

明示する。また、厳正な成績評価に基づき学位授与を行う。 

 

 ２ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 （１）教員の適切な配置と教育力の向上 

   ア 教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体制を実現するため、適切な教員の配置を行

う。また、造形学部の学科再編を見据えた、教員の配置と採用計画を作成する。   

イ 学部共通専門科目、各学科専門科目、大学院科目等において、各分野の最前線で活躍

する人材を採用する。 

ウ 教育方法の共有や教育水準の向上を目的とし、ファカルティ・ディベロップメント研

修会を実施する。 

 

（２）教育環境の整備 

   ア デザインに配慮した施設設備を整備する。また、造形学部の学科再編に向け、必要と

なる機器について、機能、デザイン、費用対効果を踏まえ検討を行う。 

    イ アドビクリエイティブクラウド等の教育、研究に必要となるソフトウェアを学生に提

供する。また、工房、アトリエの設備充実など、施設設備の適切な維持更新を行う。 

ウ 図書館システムのセキュリティ強化、安定性向上のため、学内サーバーからクラウド

サーバーへ移行する。 

 

 （３）教育活動の評価及び改善 

    より良い授業運営に向けて全学生を対象とした授業評価アンケートを実施するとともに、

集計結果及び学生の声に対する担当教員のコメントを学生に公開する。また、業務実績に

関する自己評価を行うとともに、長岡市公立大学法人評価委員会による評価を受け、必要

な業務の改善を行う。 

 

 （４）教育研究組織の見直し 

    教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度から造形学部を４学科か

ら３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科]に再編する。

よりデジタルテクノロジーを活用したデザイン教育を行う「テクノロジー×デザイン」領

域を中間に据えつつ、従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領域を統合すること
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で、デザインの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科（仮称）」を新設する。 

さらに、既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を含む造形学部全体のカリキュ

ラム内容、人員配置を検討するとともに、拠点施設の基本設計等を行う。 

 

 ３ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

（１）修学・生活支援 

   ア 担任制度を通じて、教員が学生の修学面での困難を把握し、きめ細やかな指導を行う。

また、学生が同級生や先輩とつながりを持てる機会を増やすための新たな支援を実施す

る。 

   イ 学生の心身の健康と生活上の悩みに対して、職員、医務室職員、カウンセラーが連携

し、きめ細やかな支援を行う。また、障がいへの配慮について理解を深めるため、学外

の専門家より指導を受ける。 

ウ 女子学生が多く在籍する状況を踏まえて、学内生活環境の整備及びサービス向上のた

め、ヒアリングを行い、有益なアイデアについて検討する。また、警察が作成した防犯

コンテンツを提供し、学生の防犯意識を高める。 

   エ 昨年度実施した学生生活等実態調査の結果をもとに必要な改善を行う。 

オ 成績優秀な学生に対して奨励金を伴う表彰を実施するとともに、学外から寄せられる

各種奨学金の情報をタイムリーに学生に提供する。また、校友会助成金事業を学生に周

知し、制作活動、コンペ等への出展を支援する。 

 

（２）就職・進学等支援 

   ア １年次から４年次まで、学年に応じたガイダンス、キャリア教育科目、講座や説明会

等のキャリア教育を実施する。講座や説明会には低学年の参加も推奨する。 

   イ 流動的かつ多様化する企業の採用活動の状況を把握し、学生が的確に対応できるよう

随時相談可能なオンラインでの個別相談を実施する。 

   ウ 求人検索システムを活用し、求人情報やインターンシップ情報を学生に提供する。 

エ インターンシッププログラムを企業とともに企画し、学生の参加促進を図る。インタ

ーンシップの効果を高めるために、キャリア教育と連携し、事前事後指導を充実する。 

オ 学生が自らの学びを振り返り、就職活動でアピールするためのツールとなるポートフ

ォリオの制作に資する支援講座を実施する。また、志望する業界にあった制作ができる

よう、学内企業説明会実施時に企業によるポートフォリオ講座を併催する。 

カ キャリア形成支援力向上のため、教員向けのセミナーを実施する。 

キ 企業と学生のミスマッチを防ぐため、企業の採用担当者、大学の教員及び就職支援担

当者を対象とする情報交換会等に参加し、就職情報に関する相互理解を深める。 

ク 学生の新潟県内及び長岡市内の定着に向け、県内企業見学の機会を設ける。また、新

潟県内及び長岡市内企業に限定した合同企業説明会を開催する。 

ケ 卒業研究指導教員をはじめとする教員とキャリアデザインセンターが連携し、学生の

就職活動の状況把握、適切な情報提供、助言を行う。 
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 ４ 国際化に関する目標を達成するための措置 

（１） 米国ハワイ大学とのワークショップの実施など、国際交流協定締結校との共同事業を実 

施する。 

（２）学生の自主的な海外での活動を促進するため、国際交流事業支援奨学金制度の周知を積

極的に行うとともに、外部補助金に関する情報提供を行う。 

（３）留学生受入れ促進のため、海外の学生が本学に興味を持つイベント等の計画及び実施を

行う。 

【教育の成果に関する指標の目標値】 

・志願倍率 ３倍 <志願者/募集定員(一般)> 

・学生の授業内容満足度 ４．０以上 <５段階評価> 

・大学院の入学者数 修士１５人、博士３人 

 

第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

１ 研究の内容及び水準に関する目標を達成するための措置 

（１）特別研究費においては、デザインの役割や対象領域の拡大を探求する研究、実用性・実

践性の高い研究、複数専門領域の教員等が共同で実施する学際的な研究など、先進的で質

の高い研究を優先的に採択することとし、重点的に支援する。 

（２）教員顕彰制度の運用方法を見直した上で実施し、教員の研究意欲向上及び研究の活性化

に努める。 

（３）地域協創センターを窓口とし、地域課題解決に向けた研究や企業等と連携した研究を推

進する。 

 

２ 研究の成果に関する目標を達成するための措置 

（１）学生の研究成果の発表の場として卒業・修了研究展を実施する。また、授業成果や教員

の研究成果についても公開の展示会や事業等を通じて積極的に発表する。 

（２）学部の「卒業研究」および大学院の「特別研究」の成果を蓄積し、ウェブシステムで公

開する。 

（３）学術情報や教員の研究成果をウェブシステム（長岡造形大学リポジトリ）で蓄積・公開

する。 

 

３ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（１）地域協創センターを窓口とし、地域社会や地域の企業等と連携した受託研究と共同研究

を実施し、地域課題の解決等に取り組む。その際に、NaDeC 構想による連携も効果的に活

用する。 

（２）地域の企業、団体等との協力関係をより強化するため、地域貢献に関するプロジェクト・

研究成果をホームページ等にて発信する。 

（３）長岡市中心市街地において令和５年に一部完成する米百俵プレイス（仮称）の活用を前

提とし、地域社会と協力した研究・調査を先行実施する。 

 



6 

 

４ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度から造形学部を４学科から 

３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科]に再編する。より 

デジタルテクノロジーを活用したデザイン教育を行う「テクノロジー×デザイン」領域を中

間に据えつつ、従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領域を統合することで、デザ

インの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科（仮称）」を新設する。さらに、既

存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を含む造形学部全体のカリキュラム内容、人

員配置を検討するとともに、拠点施設の基本設計等を行う。[再掲] 

 

【研究の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件 

・大学として実施した研究成果の発表件数 １０件 

・外部研究資金の申請件数 １５件 

・外部研究資金の獲得件数 ５件 

 

第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

（１）地域課題の解決や地域の新しい価値創造を目指し、地域協創センターを窓口に、地域社

会や地域の企業等と連携した受託研究と共同研究を実施するとともに、NaDeC 構想による

連携を含めた地域・社会連携系科目の授業運営を行う。 

（２）社会人の生涯学習の場として、市民工房を開講する。 

（３）小学生を対象にこどもものづくり大学校を開講し、中高校生を対象に美術・デザインを

学ぶ機会を提供する。 

（４）諸団体との連携の場として、市民オープンキャンパスなどの企画を実施する。 

（５）教員や学生の活動、教育研究や地域連携の成果を発信する場として展示館を活用する。 

（６）市内４大学１高専及び長岡市が連携して実施する、まちなかキャンパス長岡に積極的に

参画する。また、小中高生に向けた講座を通じて長岡市熱中！感動！夢づくり教育に参画

する。 

 

２ 産業振興に関する目標を達成するための措置 

NaDeC 構想のもと、他大学等と連携した共同授業等を実施する。また、自治体職員や企業 

人を対象としたデザイン教育を実施する。 

 

３ 若者の長岡への定着に関する目標を達成するための措置 

（１）長岡市内からの志願者及び合格者の増加を図るため、長岡市内高校内での本学単独の学

年別相談会を実施し、学年に応じた受験準備を促す。 

（２）昨年度拡大した地域優先枠の告知を重点的に行い、長岡地域定住自立圏内からの志願者

の増加につなげる。 

（３）NaDeC 構想を推進する７団体（４大学１高専、長岡市、長岡商工会議所）が講師を担当
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し、連携講座「長岡学」を実施する。 

（４）長岡市内企業でのインターンシップを実施する。また、長岡市や長岡市内高等教育機関

と連携し、学生の起業支援プログラムを実施する。 

（５）校友会と連携し、校友会ホームページから申請することにより卒業生の求人検索システ

ムを利用可能とする。また、校友会と連携して卒業生進路調査を行い、卒業生の勤務先等

の状況を把握するとともに、卒業生のキャリア支援に関する周知を行う。 

 

【地域貢献の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件［再掲］ 

・市民工房受講者数 延べ５００人 

・小中高生を対象とする本学主催の講座受講者数 延べ１５０人 

・マスメディアによるパブリシティ回数 ２００件 

 

第４ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 

１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）運営体制の改善 

   ア 理事会、経営審議会、教育研究審議会においては、外部有識者の民間的発想や専門的

な知見を取り入れる。 

   イ 内部監査及び監事監査により、業務及び会計の適正性を確保する。 

   ウ 理事会をはじめとする法人会議と教授会をはじめとする学内会議の連携を密にする。

また、教授会、研究科委員会などにより職員間の情報共有を図る。 

 

（２）適正な人事の実施 

    ア 職場内のコミュニケーションや職員の意欲の向上に配慮しつつ、人事評価制度の運用、

改善を行い、能力や業務実績等の的確な把握に基づく適正な人事を行う。 

   イ 新しい働き方のスタイルを見据え、適切な人事配置を行う。  

 

（３）事務の効率化及び合理化 

    ア 公立大学協会をはじめ学外主催の研修会等に積極的に職員を参加させる。また、事務

の効率化及び合理化に取り組むため、オンライン研修を積極的に活用する。 

   イ 事務処理の効率性や合理性を高めるため、外部委託を有効に活用する。 

   ウ 新しい働き方のスタイルを見据え、既存業務の見直しを行う。 

 

２ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）経営の安定化に向けた自己収入の確保 

   ア 外部機関による支援制度の活用や研修会などに積極的に参加することにより、科学研

究費補助金等の情報を収集し、より工夫した学内研修会等で活用する。 

   イ 受託研究や共同研究への接続を視野に、地域協創センターを窓口にした企業等へのデ

ザイン研修を実施する。 
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   ウ こどもものづくり大学校など本学の特色を生かした有料講座を実施するほか、新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえながら大学施設の有料貸出しを行う。 

エ 学生納付金は、教育内容、財務状況、他の国公立大学の動向等を勘案して適正な金額

を決定する。 

 

（２）予算の効率的な執行 

   ア 経費節減効果のある契約内容、契約方法を検討し、効率的かつ適正な予算執行を行う。 

   イ 電気使用量のデマンド管理等を行い、光熱水費の削減に努める。また、白黒コピーの

標準設定、両面印刷の推奨等により、コピー料金の削減を図る。 

 

（３）資産の適正な運用管理 

   ア 中長期修繕計画に基づき学内の施設設備の修繕や更新を行うとともに、学内の劣化状

況等を確認し、状況に応じて中長期修繕計画の見直しと更新を行う。 

   イ 学校法人から承継した資金について、定期預金を第一に、低リスク金融商品の利用に

よる安全確実な運用を行う。 

 

３ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

（１）自己点検・評価 

業務実績に関する自己評価を行うとともに、長岡市公立大学法人評価委員会による評価

を受け、必要な業務の改善を行う。また、令和４年度の認証評価機関による評価受審に向

け、点検評価ポートフォリオを作成する。 

（２）情報公開の推進 

   ア 大学の広報戦略を策定し、教育、研究、地域貢献等の活動について、ホームページ、

SNS や新聞、テレビなどを活用して、広く情報を発信する。また、令和５年度の学科再

編及び教育内容についての広報を行う。 

   イ 業務運営の透明性を高めるため、ホームページ等を通じ、教育研究活動や業務運営活

動などに関する情報を積極的に公開する。 

 

４ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

（１）社会的責任を果たすための取り組み 

   ア 適正な業務の執行並びにハラスメント及び研究不正の防止を目的とする研修会や啓発

活動等を実施し、人権擁護及びコンプライアンスの徹底に取り組む。 

   イ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）活動の実践として再生品、エコマーク商

品等の物品の使用、購入に努める。また、環境への配慮と経費節減等の面から、校舎共

用部、円形講義室等の照明を LED 化する。 

（２）施設設備の整備、活用 

   ア 造形学部の学科再編に向け、教育内容や使用目的、利便性を考慮した施設設備の検討

と具体的な設計を行う。 

   イ デザインに配慮した施設設備を整備する。また、造形学部の学科再編に向け、必要と
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なる機器について、機能、デザイン、費用対効果を踏まえ検討を行う。[再掲] 

    ウ アドビクリエイティブクラウド等の教育、研究に必要となるソフトウェアを学生に提

供する。また、工房、アトリエの設備充実など、施設設備の適切な維持更新を行う。［再

掲］ 

   エ 図書館システムのセキュリティ強化、安定性向上のため、学内サーバーからクラウド

サーバーへ移行する。[再掲] 

オ 教育研究組織の見直しに関する基本設計に盛り込むため、施設・設備の使用に関する

要望等を職員から聴取するとともに、既存施設の稼働状況を調査する。 

 

（３）安全管理 

   ア 各工房、スタジオ等の利用における安全管理への意識向上と学内ルールの遵守、コロ

ナ禍におけるフィジカルディスタンスを確保したうえでの制作活動を徹底するために、

学生には１年次に全学生を対象とした安全講習会を実施し、職員には新入職員研修等に

より実施する。 

   イ 新入生に対し、入学直後に避難経路等の説明を含む避難訓練を行うとともに、学生・

職員を対象に防災訓練を実施する。また、既存の災害対策マニュアルなどを整理し、事

業継続計画（BCP）を策定する。 

   ウ サイバーセキュリティー対策等基本計画の策定に向けて検討を進めるとともに、アウ

トソーシングを活用し、情報セキュリティ対策の整備と情報セキュリティに対する意識

啓発を継続して行う。 

   エ 学生・職員に対し定期健康診断を実施するとともに、学校医・産業医・カウンセラー

等と連携して学内における衛生管理を行う。とくに、感染症対策の動向を注視し、速や

かな情報収集に努め適切な対応を図る。 
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第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 １ 予算 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

収入  

運営費交付金 ８６８,２８４ 

自己収入 ６５３,０７２ 

授業料等及び入学金検定料収入 ６１９,６１２ 

雑収入 ３３,４６０ 

受託研究等収入 ５,０００ 

補助金等収入 

寄附金収入 

６０，９００ 

５００ 

承継資金財源 １９７,４０７ 

計 １,７８５,１６３ 

支出  

業務費 １,６０４,９６９ 

教育研究経費 ５４９,９７７ 

人件費 １,０５４,９９２ 

一般管理費 １７５,１９４ 

受託研究等経費 ５,０００ 

計 １,７８５,１６３ 
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２ 収支計画 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

費用の部 １,８１４,５８９ 

経常費用 １,８１４,５８９ 

 業務費 １,５５２,９６４ 

教育研究経費 ４９２,９７２ 

受託研究等経費 ５,０００ 

人件費 １,０５４,９９２ 

一般管理費 １６６,００９ 

財務費用 １ 

減価償却費 ９５,６１５ 

収入の部 １,８１４,５８９ 

経常収益 １,８１４,５８９ 

運営費交付金収益 ８６８,２８４ 

授業料収益 ４７５,３３７ 

 入学金収益 ６０,４８６ 

 検定料収益 １７,６００ 

  受託研究等収益 

  補助金等収益 

５,０００ 

６０，９００ 

  寄附金収益 １９７，９０７ 

  財務収益 ２,３７０ 

  雑益 ３１,０９０ 

  資産見返運営費交付金等戻入 ８８,９６４ 

  資産見返寄附金戻入 ６,６５１ 

純利益 ０ 

総利益 ０ 
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３ 資金計画 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

資金支出 ６,３１５,１１３ 

業務活動による支出 １,７１７,６２１ 

投資活動による支出 ２,７６６,１８９ 

財務活動による支出 １,３５３ 

 翌年度への繰越金 １,８２９,９５０ 

資金収入 ６,３１５,１１３ 

業務活動による収入 １,５８５,３８６ 

運営費交付金による収入 ８６８,２８４ 

授業料等及び入学金検定料による収入 ６１９,６１２ 

受託研究等による収入 

補助金等による収入 

５,０００ 

６０，９００ 

寄附金による収入 ５００ 

その他の収入 ３１,０９０ 

 投資活動による収入 ２,７０２,３７０ 

財務活動による収入 ０ 

前年度からの繰越金 ２,０２７,３５７ 

 

第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  ２億円  

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借入れ

することが想定される。 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

 

第８ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備

の改善に充てる。 
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第９ 公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定める事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

「第１の２（２）教育環境の整備」、「第４の２（３）資産の適正な運用管理」及び「第４

の４（２）施設設備の整備、活用」に記載のとおり 

 

２ 積立金の使途 

   なし 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

 



  
 

 

中期計画・年度計画対照表 

 

第２期 中期計画 （令和２年度～令和７年度） 令和３年度 年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 教育に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育の成果、内容に関する目標を達成するための措置 

（１）学士課程における教育 

   建学の理念に基づき、「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・

解決プロセス」としてのデザインを探求し、社会が抱える問題の本質を

とらえ、新たな価値を創り出すことのできる創造的人材を養成するため

の教育を行う。 

 

 

（２）大学院課程における教育 

デザインの対象領域の拡大に対応しつつ、真の人間的豊かさについ

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、危機管理の対

策本部を設置し、国県市からの対策要請に留意しつつ本学の実情に即した適

切な大学運営に全学あげて取り組んできた。 

令和３年度の年度計画策定にあたっては、依然として感染症の影響を見通

すことが困難な状況にあるため、感染防止対策と教育の質確保のバランスに

細心の注意を払った大学運営を維持するとともに、これを契機に平時にもデ

ジタル技術の利点を生かすなど、新しい教育や業務の方法を積極的に模索し

ていくことを基本姿勢とした。 

感染状況によっては、年度計画に揚げた事業の内容、規模、方法等の変更、

さらには中止を余儀なくされる場合もあると考えられるが、できる限り創意

工夫をこらして柔軟に各事業のねらいとするところの達成を図るものとす

る。 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育の成果、内容に関する目標を達成するための措置 

（１）学士課程における教育 

   平成３０年度以降入学者カリキュラムを着実に運営する。また、教育研

究組織の見直しに関する基本方針に基づき、造形学部のディプロマ・ポリ

シー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編

成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）を策

定する。 

 

（２）大学院課程における教育 

平成３０年度以降入学者カリキュラムに基づき、理論と実用・実践の



  
 

 

て、理論と実用・実践の両面から深く探求し、新たな価値を創造するた

めに必要な高度な専門性や深い洞察力、企画・調整力を養うための教育

を行う。 

 

（３）入学者受入方針 

   ア 目的意識や向学心が高く、優れた資質を有する多様な学生を受け入

れるため、アドミッションポリシーを明確に示した上で、総合型選抜、

学校推薦型選抜、一般選抜の３つの種類の入学試験を実施することと

し、各入学試験において定める求める人物像に即した選考を行う。 

イ 高大接続改革の趣旨にのっとり、「知識・技能」、「思考力・判断力・

表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の学力の

３要素を評価する入学試験を行う。また、新学習指導要領に対応した

入試制度を整備する。 

ウ 本学の教育内容への深い理解を得るとともに、特色のある教育環境

を周知するため、受験生の立場に立った積極的かつ多様な広報活動を

展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両面から深く探求し、新たな価値を創造するために必要となる教育と研

究指導を行う。 

 

 

（３）入学者受入方針 

   ア 総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の各入学試験において定め

る求める人物像に合った入学者を獲得できるよう選考を行うととも

に、令和５年度から開始する新たな学科構成による造形学部のアドミ

ッション・ポリシーに沿った入試制度を策定する。 

イ 学部生の本学大学院進学を促すため、大学院説明会を開催するとと

もに３on３入学試験を実施する。学外者向けにはオンライン進学相談

会を実施し、PBL（問題発見・解決型）プロジェクトなどの本学大学

院の特色をアピールする。 

ウ すべての入学試験において「知識・技能」、「思考力・判断力・表現

力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の学力の３要

素を評価する試験を実施するとともに、令和７年度以降の新学習指導

要領に対応した入試制度について、令和４年度の公表を目途に検討を

進める。 

エ 高校生が参加しやすい高校内や予備校内において本学独自の大学

説明会、進学相談会を開催する。 

  造形学部の学科再編に対応した２０２３年度総合パンフレットを

全面的に改訂するための作業を行う。 

オ 高校生が実際に本学に来訪する機会を設けるとともに、WEB オープ

ンキャンパスを開催する。 

カ 本学に対する理解を深めてもらうため、高校教員等を対象とする大

学説明会を開催する。 

 



  
 

 

（４）教育課程 

ア 学士課程 

（ア）現行のカリキュラムポリシー及びカリキュラムを検証し、科学技

術の進歩や社会のニーズの変化への対応と学生の自主的、自律的な

学修、研究、創作活動の活性化を目指した見直し・改編を行う。 

（イ）「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」と

してのデザインを体系的に学修するため、学部共通の基盤教育と各

学科の専門教育のそれぞれにおいて適切な科目構成と授業計画を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 大学院課程 

（ア）現行カリキュラムを検証し、科学技術の進歩や社会のニーズの変

化を踏まえた必要なカリキュラムの見直しを行う。 

（イ）高度な専門性の追求や、「造形・表現」としてのデザインと「問題

発見・解決プロセス」としてのデザインの統合深化に向けた適切な

科目構成と授業計画を整備する。 

 

 

 

（４）教育課程 

ア 学士課程 

（ア）教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度か

ら造形学部を４学科から３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸

学科、建築・環境デザイン学科]に再編する。よりデジタルテクノ

ロジーを活用したデザイン教育を行う「テクノロジー×デザイン」

領域を中間に据えつつ、従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザ

イン」領域を統合することで、デザインの領域拡大や融合に柔軟に

対応できる「デザイン学科（仮称）」を新設する。さらに、既存の美

術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を含む造形学部全体のカリ

キュラム内容を検討する。 

（イ）「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」と

してのデザインの学修に向けて、導入教育の両輪として「基礎造形

実習」、「基礎ゼミ」を開講する。 

（ウ）対面、遠隔又はその併用の授業形態を活用し、地域社会、地域の

企業と連携した「地域協創演習」、「インターンシップ」及び「ボラ

ンティア実習」を選択必修科目として開講する。 

 

   イ 大学院課程 

（ア）平成３０年度以降入学者カリキュラムを着実に運営するととも

に、検証を継続し、カリキュラム改編案、改編時期等の検討を行う。 

（イ）大学院修士課程に設置している５領域の特性を生かし、「造形・

表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデ

ザインの両面からの教育を実施するため、「プロダクトデザイン研

究」等の各領域における研究授業や「イノベーションデザイン特論」

を開講する。 

 



  
 

 

 （５）教育方法 

   ア 学生の個性と創造性を尊重し、自主的、自律的な自己学修力を高め

ることを目指して、教員と学生の豊かなコミュニケーションを図りな

がら、少人数教育を行う。 

    イ 学生の広い視野を育み、教育効果を高めるため、関連する授業科目

間の連携を強化した複合的な教育を行う。 

   ウ 地域の企業、高等教育機関、自治体、コミュニティ等と連携し、地

域の様々な課題に取り組む実践的な教育を行う。 

   エ 社会の要請に対応して、起業家マインドや国際感覚を醸成する教育

を行う。 

   オ NaDeC 構想に基づき、市内高等教育機関の間でそれぞれの専門性を

生かした授業連携を行う。 

 

 

 

 （６）成績評価 

    各授業科目について達成目標、授業計画、成績評価基準等をシラバス

に明示の上、厳正な成績評価を行うとともに、学位授与基準に基づき厳

格に学位授与を行う。 

 

 ２ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 （１）教員の適切な配置と教育力の向上 

   ア 教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体制を実現し、教育研究力

の向上を図るため、学部、大学院を通じた全学的な見地から、専門性

を生かしつつ、均衡にも配慮し、適切な教員の配置を行う。 

   イ 専任教員、非常勤講師の採用に当たり、各分野の最前線で活躍する

人材の積極的な登用を図る。 

 （５）教育方法 

   ア 教員と学生とのコミュニケーションを重視する少人数教育として

実習、演習、ゼミを実施する。 

イ 関連する授業間の連携強化によって、効果的かつ複合的な授業を実

施する。 

   ウ 地域社会、地域の企業、高等教育機関、自治体等と連携する「地域

協創演習」をはじめとした演習、実習を開講する。 

   エ 起業の全体像の理解やキャリアパスにおける自立性を身につける

ことを目的として、起業に関する授業を実施する。 

オ 国際感覚を醸成する教育として、国内外において第一線で活躍する

講師を招聘する「特別講義」を開講する。 

   カ NaDeC 構想に基づき、市内高等教育機関の間の単位互換制度の有効

活用に向けて、履修を推薦する科目を取りまとめ学生に周知する。ま

た、「地域協創演習」の他大学等との共同実施を推進する。 

 

 （６）成績評価 

    各授業科目についてシラバスを作成し、授業計画、達成目標、成績評

価基準等を学生に明示する。また、厳正な成績評価に基づき学位授与を

行う。 

 

 ２ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 （１）教員の適切な配置と教育力の向上 

   ア 教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体制を実現するため、適切

な教員の配置を行う。また、造形学部の学科再編を見据えた、教員の

配置と採用計画を作成する。    

イ 学部共通専門科目、各学科専門科目、大学院科目等において、各分

野の最前線で活躍する人材を採用する。 



  
 

 

   ウ 優れた教育方法を共有化し、教育水準の向上を図るため、ファカル

ティ・ディベロップメント活動を推進する。 

  

（２）教育環境の整備 

   ア 「キャンパスまるごとデザインの教材」というコンセプトの下、費

用対効果や既存の施設設備の有効活用に留意しつつ、時代の性能水準

等に即し、教育効果の高い施設設備の整備を行う。 

    イ 工房、アトリエ、スタジオ、コンピュータ室、プロトタイピングル

ーム、教員・学生・卒業生作品の展示スペース等の施設設備、パソコ

ンのソフトウェアなどの維持管理・更新・整備を適切に行う。 

 

  

 

（３）教育活動の評価及び改善 

    教育活動に対する自己点検・評価、長岡市公立大学法人評価委員会及

び認証評価機関の外部評価、学生による授業評価等を実施し、必要な教

育活動の改善を行う。 

 

 

 

 （４）教育研究組織の見直し 

    デザインの創造性にテクノロジーの発展性を掛け合わせ、人々の暮ら

しをより楽しく豊かにすることを目指して、新しい学科を創設する等、

時代の変化を見据えた教育研究組織の見直しを行う。 

 

 

 

   ウ 教育方法の共有や教育水準の向上を目的とし、ファカルティ・ディ

ベロップメント研修会を実施する。 

 

（２）教育環境の整備 

   ア デザインに配慮した施設設備を整備する。また、造形学部の学科再

編に向け、必要となる機器について、機能、デザイン、費用対効果を

踏まえ検討を行う。 

    イ アドビクリエイティブクラウド等の教育、研究に必要となるソフト

ウェアを学生に提供する。また、工房、アトリエの設備充実など、施

設設備の適切な維持更新を行う。 

ウ 図書館システムのセキュリティ強化、安定性向上のため、学内サー

バーからクラウドサーバーへ移行する。 

  

 （３）教育活動の評価及び改善 

    より良い授業運営に向けて全学生を対象とした授業評価アンケート

を実施するとともに、集計結果及び学生の声に対する担当教員のコメン

トを学生に公開する。また、業務実績に関する自己評価を行うとともに、

長岡市公立大学法人評価委員会による評価を受け、必要な業務の改善を

行う。 

 

 （４）教育研究組織の見直し 

    教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度から造

形学部を４学科から３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸学科、建

築・環境デザイン学科]に再編する。よりデジタルテクノロジーを活用

したデザイン教育を行う「テクノロジー×デザイン」領域を中間に据え

つつ、従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領域を統合するこ

とで、デザインの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科（仮



  
 

 

 

 

 

 

 ３ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

（１）修学・生活支援 

   ア 担任制度等を通じて、教員が学生の修学面での困難を把握し、きめ

細やかな配慮、助言、指導を行う。 

   イ 学生の心身の健康と生活上の様々な悩みに対して、職員、医務室職

員、カウンセラーが連携し、きめ細やかな支援を行う。また、障がい

への配慮等、修学する上で支援を必要とする学生に対し、修学特別支

援室などによる組織的な対応を行うとともに、その利用方法について

広く学生に周知する。 

ウ 女子学生が多く在籍する状況を踏まえて、学内生活環境の整備、心

身の健康保持、防犯等に留意した支援を行う。 

   エ 学内生活環境、課外活動等に対する要望などを学生アンケートを通

じて把握し、明らかになった課題について対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

（２）就職・進学等支援 

   ア 学生が早期からキャリア形成への理解を深めることができるよう、

低学年からキャリア教育や説明会を実施する。 

   イ 学生のキャリア形成を支援するため、インターンシップ、進路選択

称）」を新設する。さらに、既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン

学科を含む造形学部全体のカリキュラム内容、人員配置を検討するとと

もに、拠点施設の基本設計等を行う。 

 

 ３ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

（１）修学・生活支援 

   ア 担任制度を通じて、教員が学生の修学面での困難を把握し、きめ細

やかな指導を行う。また、学生が同級生や先輩とつながりを持てる機

会を増やすための新たな支援を実施する。 

   イ 学生の心身の健康と生活上の悩みに対して、職員、医務室職員、カ

ウンセラーが連携し、きめ細やかな支援を行う。また、障がいへの配

慮について理解を深めるため、学外の専門家より指導を受ける。 

ウ 女子学生が多く在籍する状況を踏まえて、学内生活環境の整備及び

サービス向上のため、ヒアリングを行い、有益なアイデアについて検

討する。また、警察が作成した防犯コンテンツを提供し、学生の防犯

意識を高める。 

   エ 昨年度実施した学生生活等実態調査の結果をもとに必要な改善を

行う。 

オ 成績優秀な学生に対して奨励金を伴う表彰を実施するとともに、学

外から寄せられる各種奨学金の情報をタイムリーに学生に提供する。

また、校友会助成金事業を学生に周知し、制作活動、コンペ等への出

展を支援する。 

 

（２）就職・進学等支援 

   ア １年次から４年次まで、学年に応じたガイダンス、キャリア教育科

目、講座や説明会等のキャリア教育を実施する。講座や説明会には低

学年の参加も推奨する。 



  
 

 

に関する講座・説明会の実施等の取り組みを強化する。また、教員の

キャリア形成支援力向上のためのセミナー等を実施する。 

   ウ 教員が、研究室に所属する学生をはじめとして、学生の状況を的確

に把握し、就職・進学に関する適切な情報提供や助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 国際化に関する目標を達成するための措置 

（１）国際交流協定締結校との交換留学、連携事業、単位互換等を推進する。 

（２）学生の国際的視野の拡大を図るため、国際交流事業支援奨学金制度の

活用等により、海外留学・研修、国際的なコンペや発表の場などへの参

   イ 流動的かつ多様化する企業の採用活動の状況を把握し、学生が的確

に対応できるよう随時相談可能なオンラインでの個別相談を実施す

る。 

   ウ 求人検索システムを活用し、求人情報やインターンシップ情報を学

生に提供する。 

エ インターンシッププログラムを企業とともに企画し、学生の参加促

進を図る。インターンシップの効果を高めるために、キャリア教育と

連携し、事前事後指導を充実する。 

オ 学生が自らの学びを振り返り、就職活動でアピールするためのツー

ルとなるポートフォリオの制作に資する支援講座を実施する。また、

志望する業界にあった制作ができるよう、学内企業説明会実施時に企

業によるポートフォリオ講座を併催する。 

カ キャリア形成支援力向上のため、教員向けのセミナーを実施する。 

キ 企業と学生のミスマッチを防ぐため、企業の採用担当者、大学の教

員及び就職支援担当者を対象とする情報交換会等に参加し、就職情報

に関する相互理解を深める。 

ク 学生の新潟県内及び長岡市内の定着に向け、県内企業見学の機会を

設ける。また、新潟県内及び長岡市内企業に限定した合同企業説明会

を開催する。 

ケ 卒業研究指導教員をはじめとする教員とキャリアデザインセンタ

ーが連携し、学生の就職活動の状況把握、適切な情報提供、助言を行

う。 

 

 ４ 国際化に関する目標を達成するための措置 

（１）米国ハワイ大学とのワークショップの実施など、国際交流協定締結校

との共同事業を実施する。 

（２）学生の自主的な海外での活動を促進するため、国際交流事業支援奨学



  
 

 

加を促進する。 

（３）留学生の受入れを推進するため、学修面や生活面において、留学生に

配慮した環境・制度を整備する。 

 

 

【教育の成果に関する指標の目標値】 

・志願倍率 ３倍 <志願者／募集定員(一般)>：毎年度 

・学生の授業内容満足度 ４．０以上 <５段階評価>：毎年度 

・大学院の入学者数 修士１５人、博士３人：毎年度 

 

第３ 研究に関する目標を達成するための措置 

１ 研究の内容及び水準に関する目標を達成するための措置 

（１）デザインの役割や対象領域の拡大を探求する研究、実用性・実践性の

高い研究、複数専門領域の教員等が共同で実施する学際的な研究など、

先進的で質の高い研究に対し、特別研究費等を通じて重点的に支援す

る。 

（２）教員の研究意欲を向上し、研究の活性化を図るため、教員顕彰制度を

実施する。 

（３）職員・学生の研究意欲を高めるための環境・制度の整備を図りつつ、

地域課題解決に向けた研究や企業等と連携した研究を推進する。 

 

２ 研究の成果に関する目標を達成するための措置 

（１）卒業・修了研究展をはじめとする公開の展示会や事業等を通じて、教

員や学生の研究成果の発表を積極的に行う。 

（２）教員・学生の作品を体系的に蓄積するとともに、学術機関が提供する

ウェブシステムを活用し、学術情報や研究成果の公開を行う。 

 

金制度の周知を積極的に行うとともに、外部補助金に関する情報提供を

行う。 

（３）留学生受入れ促進のため、海外の学生が本学に興味を持つイベント等

の計画及び実施を行う。 

 

【教育の成果に関する指標の目標値】 

・志願倍率 ３倍 <志願者／募集定員(一般)> 

・学生の授業内容満足度 ４．０以上 <５段階評価> 

・大学院の入学者数 修士１５人、博士３人 

 

第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

１ 研究の内容及び水準に関する目標を達成するための措置 

（１）特別研究費においては、デザインの役割や対象領域の拡大を探求する

研究、実用性・実践性の高い研究、複数専門領域の教員等が共同で実施

する学際的な研究など、先進的で質の高い研究を優先的に採択すること

とし、重点的に支援する。 

（２）教員顕彰制度の運用方法を見直した上で実施し、教員の研究意欲向上

及び研究の活性化に努める。 

（３）地域協創センターを窓口とし、地域課題解決に向けた研究や企業等と

連携した研究を推進する。 

 

２ 研究の成果に関する目標を達成するための措置 

（１）学生の研究成果の発表の場として卒業・修了研究展を実施する。また、

授業成果や教員の研究成果についても公開の展示会や事業等を通じて

積極的に発表する。 

（２）学部の「卒業研究」および大学院の「特別研究」の成果を蓄積し、ウ

ェブシステムで公開する。 



  
 

 

 

 

 

３ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（１）地域の企業、高等教育機関、自治体、コミュニティ等と連携した実用

的かつ実践的な研究を実施する。 

（２）地域の企業・団体等との人的・技術的な協力関係を強化するため、研

究成果を積極的かつ効果的に発信する。 

（３）NaDeC 構想に基づき、長岡市中心市街地に整備される研究拠点を活用

し、職員・学生が地域社会と協力して研究・調査等を推進する。 

 

 

 

４ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

デザインの創造性にテクノロジーの発展性を掛け合わせ、人々の暮らし

をより楽しく豊かにすることを目指して、新しい学科を創設する等、時代

の変化を見据えた教育研究組織の見直しを行う。[再掲] 

 

 

 

 

 

 

 

【研究の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件：毎年度 

・大学として実施した研究成果の発表件数 １０件：毎年度 

（３）学術情報や教員の研究成果をウェブシステム（長岡造形大学リポジト

リ）で蓄積・公開する。 

 

３ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

（１）地域協創センターを窓口とし、地域社会や地域の企業等と連携した受

託研究と共同研究を実施し、地域課題の解決等に取り組む。その際に、

NaDeC 構想による連携も効果的に活用する。 

（２）地域の企業、団体等との協力関係をより強化するため、地域貢献に関

するプロジェクト・研究成果をホームページ等にて発信する。 

（３）長岡市中心市街地において令和５年に一部完成する米百俵プレイス

（仮称）の活用を前提とし、地域社会と協力した研究・調査を先行実施

する。 

 

４ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度から造形

学部を４学科から３学科[デザイン学科(仮称)、美術・工芸学科、建築・環

境デザイン学科]に再編する。よりデジタルテクノロジーを活用したデザ

イン教育を行う「テクノロジー×デザイン」領域を中間に据えつつ、従来

の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領域を統合することで、デザイ

ンの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科（仮称）」を新設

する。さらに、既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を含む造

形学部全体のカリキュラム内容、人員配置を検討するとともに、拠点施設

の基本設計等を行う。[再掲] 

 

【研究の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件 

・大学として実施した研究成果の発表件数 １０件 



  
 

 

・外部研究資金の申請件数 １５件：毎年度 

・外部研究資金の獲得件数 ５件：毎年度 

 

第４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

（１）地域協創センターの事業や学部・大学院における地域連携科目等を通

じて、地域の企業、高等教育機関、自治体、コミュニティなどと連携し、

地域課題の解決や地域の新しい価値創造を目指した事業や研究活動を

行う。 

（２）市民工房やこどもものづくり大学校等を通じて、幅広い年齢層の市民

などに生涯学習の機会を提供する。 

（３）地域の文化の発展に寄与するため、芸術文化に関する諸団体等と連携

し、各種の文化活動の発表や市民の交流の場を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 産業振興に関する目標を達成するための措置 

地域の産業振興に寄与するため、NaDeC 構想に基づき、地域の高等教育

機関、企業、自治体、金融機関等と連携し、新たな価値の創造に向けたプ

ロジェクトや社会人対象のデザイン教育を実施する。 

 

３ 若者の長岡への定着に関する目標を達成するための措置 

（１）市内高校生を対象とする大学説明会や個別相談会の開催等、きめ細や

・外部研究資金の申請件数 １５件 

・外部研究資金の獲得件数 ５件 

 

第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

（１）地域課題の解決や地域の新しい価値創造を目指し、地域協創センター

を窓口に、地域社会や地域の企業等と連携した受託研究と共同研究を実

施するとともに、NaDeC 構想による連携を含めた地域・社会連携系科目

の授業運営を行う。 

（２）社会人の生涯学習の場として、市民工房を開講する。 

（３）小学生を対象にこどもものづくり大学校を開講し、中高校生を対象に

美術・デザインを学ぶ機会を提供する。 

（４）諸団体との連携の場として、市民オープンキャンパスなどの企画を実

施する。 

（５）教員や学生の活動、教育研究や地域連携の成果を発信する場として展

示館を活用する。 

（６）市内４大学１高専及び長岡市が連携して実施する、まちなかキャンパ

ス長岡に積極的に参画する。また、小中高生に向けた講座を通じて長岡

市熱中！感動！夢づくり教育に参画する。 

 

２ 産業振興に関する目標を達成するための措置 

NaDeC 構想のもと、他大学等と連携した共同授業等を実施する。また、

自治体職員や企業人を対象としたデザイン教育を実施する。 

 

 

３ 若者の長岡への定着に関する目標を達成するための措置 

（１）長岡市内からの志願者及び合格者の増加を図るため、長岡市内高校内



  
 

 

かな広報活動を展開するとともに、市内在住の高校生及び市内高校出身

者の入試優先枠を拡大し、積極的な受入れを図る。 

（２）学生の長岡への愛着を育むため、長岡の自然、歴史・文化、暮らし、

産業等の魅力を知り、体験する取り組みを実施する。また、学生の長岡

市内企業に対する理解を深めるため、長岡市と連携しつつ、企業説明会

やインターンシップを実施する。 

（３）卒業生に対し、校友会と連携しつつ、求人情報の提供や就職相談等の

キャリア支援を行う。 

 

 

 

 

【地域貢献の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件：毎年度［再掲］ 

・市民工房受講者数 延べ５００人：毎年度 

・小中高生を対象とする本学主催の講座受講者数 延べ１５０人：毎

年度 

・マスメディアによるパブリシティ回数 ２００件：毎年度 

 

第５ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 

１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）運営体制の改善 

   ア 民間的発想や第三者的視点を取り入れ、社会のニーズに的確に対応

した、効率的な大学運営を行うため、理事会、経営審議会・教育研究

審議会に外部有識者を登用する。 

   イ 問題を未然に防止し、適正かつ健全な大学運営を行うため、業務運

営や予算執行状況について厳格な内部監査及び監事監査を実施する。 

での本学単独の学年別相談会を実施し、学年に応じた受験準備を促す。 

（２）昨年度拡大した地域優先枠の告知を重点的に行い、長岡地域定住自立

圏内からの志願者の増加につなげる。 

（３）NaDeC 構想を推進する７団体（４大学１高専、長岡市、長岡商工会議

所）が講師を担当し、連携講座「長岡学」を実施する。 

（４）長岡市内企業でのインターンシップを実施する。また、長岡市や長岡

市内高等教育機関と連携し、学生の起業支援プログラムを実施する。 

（５）校友会と連携し、校友会ホームページから申請することにより卒業生

の求人検索システムを利用可能とする。また、校友会と連携して卒業生

進路調査を行い、卒業生の勤務先等の状況を把握するとともに、卒業生

のキャリア支援に関する周知を行う。 

 

【地域貢献の成果に関する指標の目標値】 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 ２５件［再掲］ 

・市民工房受講者数 延べ５００人 

・小中高生を対象とする本学主催の講座受講者数 延べ１５０人 

・マスメディアによるパブリシティ回数 ２００件 

 

 

第４ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 

１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）運営体制の改善 

   ア 理事会、経営審議会、教育研究審議会においては、外部有識者の民

間的発想や専門的な知見を取り入れる。 

   イ 内部監査及び監事監査により、業務及び会計の適正性を確保する。 

ウ 理事会をはじめとする法人会議と教授会をはじめとする学内会議

の連携を密にする。また、教授会、研究科委員会などにより職員間の



  
 

 

   ウ 理事会、経営審議会、教育研究審議会等の連携を密にするとともに、

教授会、研究科委員会などにより職員間の情報共有を図り、自律的、

弾力的、効率的な大学運営を行う。 

 

（２）適正な人事の実施 

    ア 職場内のコミュニケーションや職員の意欲の向上に配慮しつつ、人

事評価制度の運用、改善を行い、能力や業務実績等の的確な把握に基

づく適正な人事を行う。 

   イ 財源や人的資源が限られる中で、新たな課題への対応やワークライ

フバランスの確保に向けて、職員の適切な人事配置、既存の業務の徹

底的な見直し（廃止、統合、効率化等）を進める。 

 

（３）事務の効率化及び合理化 

ア 事務職員の業務分野や職能に応じた能力開発や研修を積極的に 

推進する。 

   イ 事務処理の効率性や合理性を高めるため、外部委託を有効に活用す

る。 

   ウ 財源や人的資源が限られる中で、新たな課題への対応やワークライ

フバランスの確保に向けて、職員の適切な人事配置、既存の業務の徹

底的な見直し（廃止、統合、効率化等）、カリキュラムの簡素・合理化

を進める。 

 

２ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）経営の安定化に向けた自己収入の確保 

   ア 科学研究費補助金等の助成金に関する情報収集の強化と、教員への

情報提供・共有を一体的に進める。その上で、助成金等の積極的な申

請、受託研究や共同研究の掘り起こしなど、外部資金獲得のための取

情報共有を図る。 

 

 

 

（２）適正な人事の実施 

ア 職場内のコミュニケーションや職員の意欲の向上に配慮しつつ、人

事評価制度の運用、改善を行い、能力や業務実績等の的確な把握に基

づく適正な人事を行う。 

   イ 新しい働き方のスタイルを見据え、適切な人事配置を行う。 

 

 

 

（３）事務の効率化及び合理化 

ア 公立大学協会をはじめ学外主催の研修会等に積極的に職員を参加

させる。また、事務の効率化及び合理化に取り組むため、オンライン

研修を積極的に活用する。 

   イ 事務処理の効率性や合理性を高めるため、外部委託を有効に活用す

る。 

   ウ 新しい働き方のスタイルを見据え、既存業務の見直しを行う。 

 

 

 

２ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）経営の安定化に向けた自己収入の確保 

   ア 外部機関による支援制度の活用や研修会などに積極的に参加する

ことにより、科学研究費補助金等の情報を収集し、より工夫した学内

研修会等で活用する。 



  
 

 

り組みを強化する。 

   イ 本学の特色を生かした有料講座の実施や、大学施設の有料貸出し

等、自己収入の確保に努める。 

   ウ 学生納付金は、教育内容や社会情勢等を反映した適正な水準となる

ように適宜見直す。 

 

 

 

（２）予算の効率的な執行 

契約方法や事務処理の見直しを通じて業務運営の徹底した効率化・合

理化を図り、経費を節減する。また、職員のコスト意識を向上し、日常

的に節電・節水等を徹底する。 

 

 

 

（３）資産の適正な運用管理 

   ア 定期的に学内の施設設備を調査点検し、必要な修繕を行うととも

に、中長期修繕計画に基づき施設設備の維持管理や更新を計画的に行

う。 

   イ 学校法人から承継した資金について、低リスク金融商品の利用等に

よる安全確実な運用を図る。 

 

３ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

（１）自己点検・評価 

自己点検・評価を実施した上で、各年度における長岡市公立大学法人

評価委員会による評価を受けるとともに、令和４年度までに認証評価機

関による評価を受審し、結果を公表する。また、評価結果を踏まえ、教

   イ 受託研究や共同研究への接続を視野に、地域協創センターを窓口に

した企業等へのデザイン研修を実施する。 

ウ こどもものづくり大学校など本学の特色を生かした有料講座を実

施するほか、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら大学施

設の有料貸出しを行う。 

エ 学生納付金は、教育内容、財務状況、他の国公立大学の動向等を勘

案して適正な金額を決定する。 

 

（２）予算の効率的な執行 

   ア 経費節減効果のある契約内容、契約方法を検討し、効率的かつ適正

な予算執行を行う。 

   イ 電気使用量のデマンド管理等を行い、光熱水費の削減に努める。ま

た、白黒コピーの標準設定、両面印刷の推奨等により、コピー料金の

削減を図る。 

 

（３）資産の適正な運用管理 

   ア 中長期修繕計画に基づき学内の施設設備の修繕や更新を行うとと

もに、学内の劣化状況等を確認し、状況に応じて中長期修繕計画の見

直しと更新を行う。 

   イ 学校法人から承継した資金について、定期預金を第一に、低リスク

金融商品の利用による安全確実な運用を行う。 

 

３ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

（１）自己点検・評価 

業務実績に関する自己評価を行うとともに、長岡市公立大学法人評価

委員会による評価を受け、必要な業務の改善を行う。また、令和４年度

の認証評価機関による評価受審に向け、点検評価ポートフォリオを作成



  
 

 

育研究の質の向上や業務運営の改善に取り組む。 

 

（２）情報公開の推進 

   ア 本学の教育、研究、地域貢献等の活動に対する理解の促進と支持の

拡大を図るため、テレビや新聞などの様々なメディアを活用し、積極

的かつ効果的に情報を発信する。また、プロモーションの充実を図る

ため、ホームページの改善等、広報活動の強化をすすめる。 

   イ 業務運営の透明性を高めるため、ホームページ等を通じ、教育研究

活動や業務運営活動などに関する情報を積極的に公開する。 

 

４ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

（１）社会的責任を果たすための取り組み 

   ア 適正な業務の執行並びにハラスメント及び研究不正の防止を目的

とする研修会や啓発活動等を実施し、人権擁護及びコンプライアンス

の徹底に取り組む。 

   イ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）活動を実践するととも

に、中長期修繕計画等に基づく施設設備の更新の機会などを活用し、

省エネに配慮した施設設備の整備に努める。 

 

 

（２）施設設備の整備、活用 

   ア 新しい学科の創設等、時代の変化を見据えた教育研究組織の見直し

に合わせて必要な施設設備の整備を行う。 

   イ 「キャンパスまるごとデザインの教材」というコンセプトの下、費

用対効果や既存の施設設備の有効活用に留意しつつ、時代の性能水準

等に即し、教育効果の高い施設設備の整備を行う。[再掲] 

ウ 工房、アトリエ、スタジオ、コンピュータ室、プロトタイピングル

する。 

 

（２）情報公開の推進 

   ア 大学の広報戦略を策定し、教育、研究、地域貢献等の活動について、

ホームページ、SNS や新聞、テレビなどを活用して、広く情報を発信

する。また、令和５年度の学科再編及び教育内容についての広報を行

う。 

   イ 業務運営の透明性を高めるため、ホームページ等を通じ、教育研究

活動や業務運営活動などに関する情報を積極的に公開する。 

  

４ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

（１）社会的責任を果たすための取り組み 

   ア 適正な業務の執行並びにハラスメント及び研究不正の防止を目的

とする研修会や啓発活動等を実施し、人権擁護及びコンプライアンス

の徹底に取り組む。 

   イ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）活動の実践として再生

品、エコマーク商品等の物品の使用、購入に努める。また、環境への

配慮と経費節減等の面から、校舎共用部、円形講義室等の照明を LED

化する。 

 

（２）施設設備の整備、活用 

   ア 造形学部の学科再編に向け、教育内容や使用目的、利便性を考慮し

た施設設備の検討と具体的な設計を行う。 

イ デザインに配慮した施設設備を整備する。また、造形学部の学科再

編に向け、必要となる機器について、機能、デザイン、費用対効果を

踏まえ検討を行う。[再掲] 

ウ アドビクリエイティブクラウド等の教育、研究に必要となるソフト



  
 

 

ーム、教員・学生・卒業生作品の展示スペース等の施設設備、パソコ

ンのソフトウェアなどの維持管理・更新・整備を適切に行う。[再掲]  

   エ 既存の施設設備の利用実態を精査し、廃止や転用も含め、稼働状況

の改善に向けた有効活用に全学で取り組む。 

 

 

 

 

（３）安全管理 

   ア 施設設備の利用等に伴う事故を未然に防止するため、学生・職員に

対する安全講習の実施、設備・機器の定期的な点検、危険物の適正な

取扱い等、不断の安全管理を徹底する。 

   イ 大規模災害に備え、災害対策マニュアルの実効性をより高めるため

の改善、長岡市との連携強化等、危機管理体制を充実するとともに、

学生・職員に対し防災訓練などを定期的に行う。 

   ウ 学内の情報セキュリティ対策の整備と、情報セキュリティに対する

意識啓発を不断に行う。  

   エ 学内における衛生管理の向上を図るため、学生・職員に対し、健康

診断等を定期的に実施するとともに、学校医・産業医、カウンセラー、

医務室職員を配置し、きめ細やかな相談対応等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

ウェアを学生に提供する。また、工房、アトリエの設備充実など、施

設設備の適切な維持更新を行う。［再掲］   

 エ 図書館システムのセキュリティ強化、安定性向上のため、学内サー

バーからクラウドサーバーへ移行する。[再掲] 

オ 教育研究組織の見直しに関する基本設計に盛り込むため、施設・設

備の使用に関する要望等を職員から聴取するとともに、既存施設の稼

働状況を調査する。 

 

（３）安全管理 

   ア 各工房、スタジオ等の利用における安全管理への意識向上と学内ル

ールの遵守、コロナ禍におけるフィジカルディスタンスを確保したう

えでの制作活動を徹底するために、学生には１年次に全学生を対象と

した安全講習会を実施し、職員には新入職員研修等により実施する。 

   イ 新入生に対し、入学直後に避難経路等の説明を含む避難訓練を行う

とともに、学生・職員を対象に防災訓練を実施する。また、既存の災

害対策マニュアルなどを整理し、事業継続計画（BCP）を策定する。 

   ウ サイバーセキュリティー対策等基本計画の策定に向けて検討を進

めるとともに、アウトソーシングを活用し、情報セキュリティ対策の

整備と情報セキュリティに対する意識啓発を継続して行う。 

   エ 学生・職員に対し定期健康診断を実施するとともに、学校医・産業

医・カウンセラー等と連携して学内における衛生管理を行う。とくに、

感染症対策の動向を注視し、速やかな情報収集に努め適切な対応を図

る。 

 

 

 

 



  
 

 

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

令和２年度～令和７年度 

 （単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入  

運営費交付金 ５,０８１ 

自己収入 ４,３９６ 

授業料等及び入学金検定料収入 ４,１６７ 

雑収入 ２２９ 

受託研究等収入 ３０ 

寄附金収入 ３ 

 承継資金財源 １,５２２ 

計 １１,０３２ 

支出  

業務費 ９,８１２ 

教育研究経費 ３,１８５ 

人件費 ６,６２７ 

一般管理費 １,１９０ 

受託研究等経費 ３０ 

計 １１,０３２ 

 

(注) 上記金額は一定の仮定の下に試算したものであり、各事業年度の運営費

交付金等については予算編成過程において再計算し、決定する。 

なお、運営費交付金は「基準財政需要額算定単価×学生数」の考え方で

積算しているが、各事業年度の運営費交付金は、長岡市の予算議決を経て

決定される。 

第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

収入  

運営費交付金 ８６８,２８４ 

自己収入 ６５３,０７２ 

授業料等及び入学金検定料収入 ６１９,６１２ 

雑収入 ３３,４６０ 

受託研究等収入 ５,０００ 

補助金等収入 ６０，９００ 

寄附金収入 ５００ 

承継資金財源 

        計 

１９７,４０７ 

１,７８５,１６３ 

支出  

業務費 １,６０４,９６９ 

教育研究経費 ５４９,９７７ 

人件費 １,０５４,９９２ 

一般管理費 １７５,１９４ 

受託研究等経費 ５,０００ 

計 １,７８５,１６３ 

 

 

 

 

 



  
 

 

２ 収支計画 

令和２年度～令和７年度 

 （単位：百万円） 

区 分 金 額 

費用の部 １０,７７３ 

経常費用 １０,７７３ 

 業務費 ９,００９ 

教育研究経費 ２,３５２ 

受託研究等経費 ３０ 

人件費 ６,６２７ 

一般管理費 ９４２ 

財務費用 ０ 

減価償却費 ８２２ 

収入の部 １０,７７３ 

経常収益 １０,７７３ 

運営費交付金収益 ４,６６８ 

授業料収益 ２,９７４ 

 入学金収益 ４１９ 

 検定料収益 １０６ 

  受託研究等収益 ３０ 

  寄附金収益 １,５２５ 

  財務収益 １２ 

  雑益 ２１７ 

  資産見返運営費交付金等戻入 ７８９ 

  資産見返寄附金戻入 ３３ 

純利益 ０ 

総利益 ０ 

 

２ 収支計画 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

費用の部 １,８１４,５８９ 

経常費用 １,８１４,５８９ 

 業務費 １,５５２,９６４ 

教育研究経費 ４９２,９７２ 

受託研究等経費 ５,０００ 

人件費 １,０５４,９９２ 

一般管理費 １６６,００９ 

財務費用 １ 

減価償却費 ９５,６１５ 

収入の部 １,８１４,５８９ 

経常収益 １,８１４,５８９ 

運営費交付金収益 ８６８,２８４ 

授業料収益 ４７５,３３７ 

 入学金収益 ６０,４８６ 

 検定料収益 １７,６００ 

  受託研究等収益 ５,０００ 

  補助金等収益 ６０，９００ 

  寄附金収益 １９７，９０７ 

  財務収益 ２,３７０ 

  雑益 ３１,０９０ 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返寄附金戻入 

８８,９６４ 

６,６５１ 

純利益 ０ 

総利益 ０ 

 



  
 

 

３ 資金計画 

令和２年度～令和７年度 

 （単位：百万円） 

区 分 金 額 

資金支出 ３１,３５１ 

業務活動による支出 ９,９４６ 

投資活動による支出 ２０,２８１ 

財務活動による支出 ５ 

 次期中期目標期間への繰越金 １,１１９ 

資金収入 ３１,３５１ 

業務活動による収入 ９,４９８ 

運営費交付金による収入 ５,０８１ 

授業料等及び入学金検定料による収入 ４,１６７ 

受託研究等による収入 ３０ 

寄附金による収入 ３ 

その他の収入 ２１７ 

 投資活動による収入 １９,２１２ 

財務活動による収入 ０ 

前期中期目標期間からの繰越金 ２,６４１ 

 

 

第７ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額 ２億円  

 

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる

対策費として借入れすることが想定される。 

３ 資金計画 

令和３年度 

 （単位：千円） 

区 分 金 額 

資金支出 ６,３１５,１１３ 

業務活動による支出 １,７１７,６２１ 

投資活動による支出 ２,７６６,１８９ 

財務活動による支出 １,３５３ 

 翌年度への繰越金 １,８２９,９５０ 

資金収入 ６,３１５,１１３ 

業務活動による収入 １,５８５,３８６ 

運営費交付金による収入 ８６８,２８４ 

授業料等及び入学金検定料による収入 ６１９,６１２ 

受託研究等による収入 ５,０００ 

寄附金による収入 ５００ 

その他の収入 ３１,０９０ 

 投資活動による収入 ２,７０２,３７０ 

財務活動による収入 ０ 

前年度からの繰越金 ２,０２７,３５７ 

 

 

第６ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額 ２億円  

 

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる

対策費として借入れすることが想定される。 



  
 

 

 

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

 

第９ 剰余金の使途 

   決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織

運営及び施設設備の改善に充てる。 

 

第１０ 公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する

規則で定める事項 

 １ 施設及び設備に関する計画  

   各事業年度の予算編成過程等において決定する。 

 

 

２ 積立金の使途 

   前期中期目標期間における積立金については、教育研究の質の向上並び

に組織運営及び施設設備の改善に充てる。 

 

 ３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

 

第８ 剰余金の使途 

   決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織

運営及び施設設備の改善に充てる。 

 

第９ 公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規

則で定める事項 

 １ 施設及び設備に関する計画  

   「第１の２（２）教育環境の整備」、「第４の２（３）資産の適正な運用

管理」及び「第４の４（２）施設設備の整備、活用」に記載のとおり 

 

２ 積立金の使途 

   なし 

 

 

 ３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

 

 

 


	1【表紙】
	2【中身】R3年度計画　修正済
	3【中期・単並列】Ｒ3年度計画　修正済

